
 

 個 別 注 記 表  

 

（重要な会計方針に係る事項に関する注記） 

１．資産の評価基準および評価方法 

（１）有価証券の評価基準および評価方法 

     子会社および関連会社株式       移動平均法による原価法 

     その他有価証券 

         時価のあるもの    期末日の市場価格等に基づく時価法 

（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算

定） 

         時価のないもの    移動平均法による原価法 

 

（２）デリバティブの評価基準および評価方法 

     デリバティブ   時価法 

 

 （３）たな卸資産の評価基準および評価方法 

       商     品      総平均法による原価法（収益性の低下に基づく簿価切下げの方法） 

ただし、輸入未着商品は移動平均法による原価法（収益性の低下に基づく簿価切

下げの方法） 

       貯  蔵  品      個別法による原価法（収益性の低下に基づく簿価切下げの方法） 

 

２．固定資産の減価償却の方法 

有形固定資産（リース資産を除く） 

   建物及び構築物           定 額 法 

   その他の有形固定資産        定 額 法 

 

       無形固定資産（リース資産を除く）       

定 額 法 （自社利用のソフトウエアについては、社内における利用可能期間

５年により償却） 

 

リース資産        所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 

             リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法 

 

３．引当金の計上基準 

貸 倒 引 当 金      売掛金、貸付金等の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実 

績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、 

回収不能見込額を計上しております。 

 

賞 与 引 当 金      従業員に対する賞与支給に備えるため、支給見込額を計上しております。 

 

役員賞与引当金      役員に対する賞与支給に備えるため、支給見込額を計上しております。 

 

退職給付引当金      従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務および年金

資産の見込額に基づき、当事業年度末において発生していると認められる額を計

上しております。 

 

（１） 退職給付見込額の期間帰属方法 

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属

させる方法については、給付算定式基準によっております。 

（２） 数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法 

過去勤務費用は、発生時の平均残存勤務期間以内の一定年数（10 年）による定

額法により、費用処理しております。 

                    数理計算上の差異は、発生時の平均残存勤務期間以内の一定年数（10 年）によ

る定額法により、それぞれ発生の翌事業年度から費用処理しております。 
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４．ヘッジ会計の方法 

       ヘッジ会計の方法     繰延ヘッジ処理によっております。なお為替予約については、振当処理の要件を

満たしている場合は振当処理によっております。 

 

       ヘッジ手段とヘッジ対象  ヘッジ手段 為替予約  

                    ヘッジ対象 外貨建債権等 

 

       ヘッジ方針        社内管理規程に基づき、外貨相場や金利の市場変動によるリスクを回避するため

にデリバティブ取引を利用しており、投機目的のものはありません。 

 

       ヘッジ有効性評価の方法  ヘッジ手段及びヘッジ対象に関する重要な条件が同一であり、かつヘッジ開始時

及びその後も継続して相場変動を完全に相殺するものと想定することができる

ため、ヘッジ有効性の判定は省略しております。 

 

５．消費税等の会計処理方法    

   消費税等の会計処理は、税抜方式によっております。 

   ただし、資産に係る控除対象外消費税等は、発生年度の期間費用としております。 

 

６．追加情報 

   繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用 

  「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第 26号 平成 28年 3月 28日）を当事業年度か

ら適用しております。 

 

 

（貸借対照表に関する注記） 

１．関係会社に対する短期金銭債権        302,252千円 

関係会社に対する短期金銭債務         196,232千円 

 

２．有形固定資産の減価償却累計額       1,050,291千円   

 

３．担保に供している資産 

投資有価証券          855,184千円 

          担保に係る債務の金額   361,284千円   

 

４．貸借対照表に計上した固定資産のほか、車輌及び器具備品の一部については、リース契約により使用しております。 

 

５．保証債務残高   

金融機関からの借入金に対する保証債務残高 200,000千円   

 

 

（損益計算書に関する注記） 

１．関係会社に対する売上高            938,711千円   

 

２．関係会社からの仕入高          1,928,612千円   

 

３．関係会社との営業取引による取引高 

    販売費及び一般管理費         153,948千円   

 

 

（株主資本等変動計算書に関する注記） 

１． 当事業年度の末日における発行済株式の総数 

普通株式  12,000,000株 
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２． 剰余金の配当に関する事項 

（１） 配当金支払額 

決   議 株式の種類 

配当金の 

総額 

（千円） 

1株あたり 

配当額 

（円） 

基 準 日 効力発生日 

平成 29年 5月 26日 

定時株主総会 
普通株式 408,000 34.00 平成 29年 2月 28日 平成 29年 5月 29日 

 

（２）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの 

決 議 予 定 
株式の 

種 類 

配当の 

原資 

配当金の 

総額 

（千円） 

1株 

当たり 

配当額 

（円） 

基 準 日 効力発生日 

平成 30年 5月 25日 

定時株主総会 普通株式 
繰越利益 

剰余金 

 

888,000 

 

74.00 平成 30年 2月 28日 平成 30年 5月 28日 

 

 

（税効果に関する注記） 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 

繰延税金資産                         当 事 業 年 度 

   退職給付引当金                      189,566千円 

減損損失                          67,783千円 

損害賠償請求権                       63,855千円 

賞与引当金                         59,019千円 

貸倒引当金損金算入限度超過額                39,627千円 

商品評価損                         31,523千円 

資産除去債務                        14,166千円 

繰延ヘッジ損失                          10,331千円 

営業補償金                          9,225千円 

未払費用                           7,024千円 

地方法人特別税                        5,869千円 

電話利用権                         4,699千円 

未払事業税                          3,729千円 

未払事業所税                         2,224千円 

その他                            2,013千円 

繰延税金資産 小計                      510,658千円 

評価性引当額                       △  55,475千円 

繰延税金資産 合計                     455,183千円 

 

   繰延税金負債 

      その他有価証券評価差額金                △ 244,402千円 

資産除去費用                      △  5,365千円 

繰延税金負債合計                     △ 249,767千円 

     

  繰延税金資産の純額                        205,415千円 
 

  繰延税金資産の純額は、貸借対照表の以下の項目に含まれております。 

                                 当 事 業 年 度 

     流動資産－繰延税金資産                                     93,261千円 

固定資産－繰延税金資産                  112,153千円 
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（関連当事者との取引に関する注記） 

１．親会社 （単位：千円） 

属性 会社等の名称 
議決権等の所有 

（被所有）割合 

関連当事者 

と の 関 係 
取引の内容 

取引金額 

（注２） 
科 目 

期末残高 

（注２） 

親会社 
J.ﾌﾛﾝﾄﾘﾃｲﾘﾝｸﾞ

株式会社  

（被所有） 

100％ 
役員の兼務 

 経営指導料の 

 支払（注１） 
153,948 ― ― 

  取引条件及び取引条件の決定方針等 

  （注１）経営指導料の支払については、契約条件により決定しております。 

  （注２）取引金額には消費税等は含めておりません。 

 

２．兄弟会社等                                          （単位：千円） 

属性 会社等の名称 
議決権等の所有 

（被所有）割合 

関連当事者 

と の 関 係 
取引の内容 

取引金額 

（注３） 
科 目 

期末残高 

（注３） 

親会社

の子会

社 

株式会社 

大丸松坂屋 

百貨店 

 

なし 

 

 

製品の販売 

 

製品の販売 

  （注１） 

 

7,415,466 

 

 

売掛金 

 

 

1,049,017  

 

株式会社ＪＦ

Ｒサービス 
なし 資金の援助 

資金の貸付・借入 

利息の受取・支払 

 （注２） 

3,642    

 

貸付金 

 

  

6,403,270 

 

取引条件及び取引条件の決定方針等 

（注１）株式会社大丸松坂屋百貨店への製品の販売については、市場価格を参考に決定しております。 

 （注２）株式会社ＪＦＲサービスに対する資金の貸付及び借入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定してお

ります。 

 （注３）取引金額には消費税等を含めておりません。期末残高には消費税等を含めております。  

 

 

（金融商品に関する注記）     

１．金融商品の状況に関する事項 

  （１）金融商品に対する取組方針 

     当社は、資金運用及び調達について親会社の子会社である株式会社ＪＦＲサービスを通じて行い、余剰資金を同社

に貸付、または同社から借入しております。 

外貨建債権等の外貨相場や金利の市場変動によるリスクに対して為替予約を実施しております。なお、社内管理規

程に基づき、実需の範囲で行うこととしております。 

 

  （２）金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制 

     営業債権である受取手形及び電子記録債権、売掛金は、取引先の信用リスクに晒されています。 

     当該リスクに関しては、当社において取引先ごとの期日管理及び残高管理を行い、回収懸念の早期把握や軽減に努

めております。 

投資有価証券は主として株式であり、上場株式については定期的に時価の把握を行っております。 

     営業債務である支払手形及び買掛金、並びに未払金は、そのほとんどが１年以内の支払期日です。その一部には外

貨建てのものがあり為替変動リスクに晒されておりますが、当該リスクを回避するために、決済額の一部について

為替予約を行っております。 
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２．金融商品の時価等に関する事項 

 平成 30 年 2 月 28 日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次の通りであります。なお、時価を

把握することが極めて困難と認められるものは、次表には含めておりません（（注３）参照）。 

 （単位：千円） 

  
貸借対照表 

計上額（注１） 

時価 

（注１） 
差額 

（１） 現金及び預金 888,033 888,033 － 

（２） 受取手形、電子記録債権及び売掛金 11,245,062 11,245,062 － 

（３） 短期貸付金 6,403,270 6,403,270 － 

（４） 投資有価証券 1,103,188 1,103,188 
 

－ 

（５） 電子記録債務及び買掛金 (6,909,143) (6,909,143) 
 

－ 

（６） 
デリバティブ取引 

 ヘッジ会計が適用されているもの 

 

(33,435) 

 

(33,435) 
－ 

（注１）負債に計上されているものについては、（  ）で示しております。 

（注２）金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項 

（１）現金及び預金、（２）受取手形、電子記録債権及び売掛金、並びに（３）短期貸付金 

   これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。 

 

（４）投資有価証券 

   これらの時価について、株式は取引所の価格によっております。 

 

（５）電子記録債務及び買掛金 

   これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によっております。 

 

（６）デリバティブ取引 

   ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引の時価については、取引先金融機関より提示された価格によっており 

  ます。 

 

（注３）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品 

非上場株式（貸借対照表計上額 89,860 千円）、関係会社株式（貸借対照表計上額 995,100 千円）は、市場価格がなく時価を

把握することが極めて困難と認められることから、「（４）投資有価証券」には含めておりません。 

 

 

（１株当たり情報に関する注記） 

１．１株当たり純資産額           1,327円 51銭 

２．１株当たり当期純利益           146円 24銭 

 

 

（その他の注記） 

特記事項はありません。 
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